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• 本市では、東京都心から放射状に広がり市内を横断する鉄道路線と、市内や地域
を縦断する鉄道路線により、本市の骨格となる鉄道網が形成されています。

• 地域公共交通の基軸となる路線バスは、ターミナル駅などへのアクセスを中心に、
市内各地や隣接都市に広がる路線網を形成しています。

川崎市地域公共交通計画（改定素案）【概要版】

※当初策定（令和３（２０２１）年３月）

計画の対象区域

計画期間

第 １ 章 地域公共交通計画について

計画体系

計画の対象範囲

第 ２ 章 地域公共交通を取り巻く状況

凡例
ー バスネットワーク

５年間（令和8（２０２６）年度～令和１２（２０３０）年度）

• 川崎市都市イメージ調査において、本市のイメージについて当てはまるものを
市民に尋ねたところ、「便利」の選択割合が最も高く(47.8%)、市民は川崎市
について「利便性の高い都市」というイメージを持っていることが伺えます。

「地域公共交通
活性化再生法」

に基づく法定計画

川崎市全域

• 本計画は、川崎市総合計画における都市の将来像「成長と成熟の調和による持続
可能な最幸のまち かわさき」の実現に向けて、行政、交通事業者、企業・団体等、
市民がそれぞれの役割を踏まえた連携のもと、地域公共交通分野に関する取組
を進めていくためのツールとなるものです。
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川崎市地域公共交通計画（改定素案）【概要版】
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第 ２ 章 地域公共交通を取り巻く状況

モビリティステーション

連節バス・BRT

コミュニティ交通
自動運転バス

シェアモビリティ

路線バス

めざす将来像が実現された市民の暮らしのイメージ

 通勤や通学、買い物、通院など、さまざまな生活の場面で、路線バスや多様なモビ
リティを活用した移動ができています。

 交通手段の選択肢が広がり、新たな交流の創出や生活の満足度が向上することで、
便利なまちのイメージがさらに高まり、生活の暮らしやすさを実感しています。

第 ３ 章 めざす将来像

バスネットワークを“守る”基本方針 １

多様なモビリティを“活用する”基本方針 2

利用しやすい環境を“形成する”基本方針 3

・路線バスと多様なモビリティサービスが利用できる
交通結節点

・地域の賑わい創出にも寄与する「身近な生活拠点」

モビリティステーション

• 市内の路線バスの便数は、令和６（２０２４）年度には、１日あたり約９,９００便と、
ピーク時である平成３０（２０１８）年度と比べて約２０％少ない水準となっており、
運転手不足の深刻化を背景に、年々減少しています。

• 市内の路線バスの利用者数は、令和元（２０１９）年度をピークとして、令和２（２０
２０）年度には、新型コロナウイルス感染症の影響により減少し、令和５（２０２３）
年度では、約３１．５万人（ピーク時の約９割）まで回復しています。

• テレワークの普及など、新たな生活様式の定着により、公共交通を取り巻く環境
に変化が生じています。

社会の変革期に適応した地域公共交通ネットワークの形成

 将来にわたり、市民の暮らしやすさの向上や本市の強みである都市の
利便性を確保するため、基軸となる路線バスと多様なモビリティが連携
する交通環境を形成

 「市民の移動しやすさに暮らしやすさを加えた持続可能な交通環境の
形成」に向けた施策・取組（事業）を位置づけ

計画改定のポイント

• 地域公共交通を取り巻く状況等を踏まえ、本計画における改定のポイントを
次のとおり、整理します。

※利用者数：年、便数：年度
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川崎市地域公共交通計画（改定素案）【概要版】
基本方針1 ： バスネットワークを守る

基本方針2 ： 多様なモビリティを活用する

基本方針3 ： 利用しやすい環境を形成する

取組（事業）施策

基本方針 １ バスネットワークを守る
１－１ 長大・重複路線の効率化

バス路線の効率化◆
１－２ バス路線の新設・見直し

１－３ 自動運転バスの導入

路線バスの輸送力確保◆ １－４ 連節バスの導入

１－５ BRT・急行便の導入

１－６ 運転手等の確保
人材不足への対応

１－７ 運賃適正化の検討

基本方針 2 多様なモビリティを活用する
２－１ コミュニティ交通の維持・導入

多様なモビリティの活用◆
２ー２ タクシーの活用

２－３ シェアモビリティの活用

２－４ 企業バス等の活用

２－５ 新たな交通結節機能の形成モビリティステーションの形成◆

基本方針 ３ 利用しやすい環境を形成する
３－１ 周知啓発・意識醸成モビリティマネジメント◆

３－２ 運行情報の提供
DXの活用

３－３ 商業・観光連携の促進

３－４ バス待ち環境の改善

利用環境の整備
３－５ 定時制の確保

３－６ 外出促進・移動支援

３－７ 交通の脱炭素化

◆施策の５本柱として位置づける施策項目

計画の主な取組（事業）

平・五所塚地区
つばめ号

川崎区地区
のるーとKAWASAKI

令和９（２０２７）年度の実装をめざした
自動運転バスの取組

• 学識経験者や交通事業者、市民、行政関係者で構成される「川崎市地域公共交
通活性化協議会」を毎年度開催し、取組の進捗や達成状況を報告・協議しながら、
計画の進行管理を図ります。

コミュニティ交通の
維持・導入に向けた
取組

モビリティステーションの形成に
向けた取組

（川崎市計量検査所跡地等） 周知啓発・意識醸成に向けた取組
（かわさき のりものフェスタ等）

• 本計画では、総合計画における『都市の将来像』の実現に向けて、地域公共交通
に関する個別計画の役割を踏まえ、施策体系を整理します。

• 施策体系では、交通環境を取り巻く環境の変化を踏まえ、地域資源の有効活用
とともに効果的かつ戦略的に取組を進めるため、施策の５本柱を設定します。

第 ４ 章 めざす将来像の実現に向けて

主な評価指標

第 ５ 章 計画の進行管理

 川崎市が便利な都市と感じる市民の割合 約48％ ⇒ 約50％以上

 利用者数 31.６万人 ⇒ 31.６万人以上（現状以上）
※ 路線バス、コミュニティ交通の合計
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川崎市

地域公共交通計画（改定素案）

令和７(202５)年１１月
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• 本計画は、川崎市総合計画における都市の将来像「成長と成熟の調和によ
る持続可能な最幸のまち かわさき」の実現に向けて、行政、交通事業者、
企業・団体等、市民がそれぞれの役割を踏まえた連携のもと、地域公共交
通分野に関する取組を進めていくためのツールとなるものです。

地域公共交通計画
都市計画マスタープラン

立地適正化計画

川崎市全域

５年間（令和８（２０２６）年度～令和１２（２０３０）年度）

（地域公共交通計画に関する法的な位置づけ）

第１章 地域公共交通計画について

総合計画

総合都市交通計画

交通関連の個別計画 各分野の関連計画

かわさきいきいき長寿プラン

臨海部の交通機能強化に向けた
実施方針

自転車活用推進計画

川崎市バス事業経営計画 など

（１） 計画の目的・位置づけ等

• 本計画は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律による、『当該市町村
の区域内について、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する
地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画』となります。

• 利便増進実施計画等の地域公共交通特定事業に関連する計画については、
交通事業者等との調整を踏まえ、必要に応じて策定を検討していきます。

（２） 計画の区域・期間

上位計画

環境基本計画

住宅基本計画

地区別のまちづくり方針 など

• 本計画では、地域公共交通の主を担う路線バス、コミュニティ交通、タクシーを
中心に、鉄道やシェアモビリティなどの路線バス等と相互に連携を図る交通手
段を計画の対象範囲としています。

• 自家用有償旅客運送等のその他の交通手段については、必要に応じて取組を
検討していきます。

タクシー 路線バス

病院・福祉の
施設送迎バス

企業送迎バス
観光バス

コミュニティ交通

コミュニティ
バス

買い物送迎バス
ボランティアバスシェアモビリティ

パーソナルモビリティ

マイカー

利用者特性

不特定

特定

少ない 乗車人員数 多い

コミュニティ
タクシー

自転車

鉄道

TAXI

凡例

計画の対象範囲

地域公共交通の主な交通手段

路線バス等と連携を図る交通手段

※当初策定（令和３（２０２１）年３月）

計画体系

計画の目的

計画の対象区域

計画の対象範囲

計画期間

利用が
限定される

誰でも
利用できる
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（３） 上位計画における都市構造の考え方

「魅力と活力にあふれた広域調和型まちづくり」の更なる推進と「身近な地域が連携した暮らしやすく住み続けたくなるまちづくり」、「持続可能なまちづ
くりに向けた効率的・効果的な交通体系の構築」に取り組みます。

市民の日常的な生活エリアである「生活行動圏」は、南北に長い本市の地理的な特徴、広域的に展開する市民の行動や産業経済活動、交通網の整備状況、
地域の特性などから、住まいを起点に、近隣都市から身近な駅やターミナル駅周辺など、鉄道沿線を中心に展開しています。急速な高齢化の進行や人口減
少社会への転換等に対応するためには、市民の日常生活を支える身近な生活エリアの重要性が、これまで以上に高まることが予想されます。

本市はこれまで、近隣都市の状況を踏まえた広域的視点により各拠点の魅力の創出をめざす広域調和型のまちづくりと、市内各地域の自立と連携をめ
ざす地域連携型のまちづくりを、交通環境等の整備も一体的に進めることで、バランスよく「広域調和・地域連携型」のまちづくりを推進してきました。引き
続き、首都圏における本市の位置づけや役割を踏まえつつ、より身近なまちづくりを意識しながら、「広域調和・地域連携型」の都市構造をめざし、取組を
推進します。

総合計画 改定案

～ 「広域調和・地域連携型の都市構造」をめざします ～

第１章 地域公共交通計画について
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京急大師線

川崎

新川崎

武蔵小杉

武蔵溝ノ口新百合ヶ丘

鷺沼

登戸

稲田堤

• 市内には、鉄道駅が５５駅あり、市域における鉄道駅の密度は、政令市20
都市の中で、大阪市、名古屋市に次いで3番目に高くなっています。

• 本市は、周辺都市と比較し自動車利用割合が低く、公共交通の利用割合が
高い傾向にあります。

• 市内には、バス停が１，２７４箇所があり、市域におけるバス停の密度は、政
令市２０都市の中で、最も多くなっています。

（１） 現状・課題

• 本市では、東京都心から放射状に広がり市内を横断する鉄道路線と、市内
や地域を縦断する鉄道路線により、本市の骨格となる鉄道網が形成されて
います。

• 地域公共交通の基軸となる路線バスは、ターミナル駅などへのアクセスを
中心に、市内各地や隣接都市に広がる路線網を形成しています。

凡例
ー バスネットワーク

図 鉄道網・バスネットワークの整備状況

鉄道網：令和６（２０２４）年度 バスネットワーク：令和４（２０２２）年度
（出典）国土数値情報（鉄道・バスルート）より作成（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 図 代表交通手段分担率（他都市との比較）

（出典）東京都市圏PT調査（平成３０（２０１８）年）より作成

川崎市調べ

公共交通分担率

川崎市の交通網

第２章 地域公共交通を取り巻く状況
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図 市民が持つ川崎市のイメージ
（出典）令和6（２０２4）年度川崎市都市イメージ調査

回答者数：2,800人

図 市民が重視する交通政策
（出典）第２次川崎市総合都市交通計画（素案）

20.9ポイント増

• 本市の交通政策について、市民が重要と考えている項目（※）は、上位３つ
が安全・安心に関わる項目であり、市民の安全・安心への関心の高さがうか
がえます。

• 過去実施のアンケート結果と比較し、重要と考えている市民の割合が最も
大きく伸びているのは「路線バスの維持や利便性の向上」であり、平成２３
(２０１１)年度実施時よりも約20ポイント以上伸びています。

• 川崎市のイメージについて当てはまるものを市民に尋ねたところ、「便
利」の選択割合が最も高く(４７.８%)、市民は川崎市について「利便性の
高い都市」というイメージを持っていることがうかがえます。

市の交通政策について「重要である」「やや重要である」と回答した人の割合
（各施策ごとに重要度を回答）

川崎市の都市イメージ

R6R5R4R3R2項目

75.574.775.075.175.3通勤・通学の便利さ

78.374.777.778.178.0買い物の便利さ

77.077.279.079.278.2病院や医院までの距離

76.975.577.277.577.2平均

（％）

• 交通に関連する生活環境の満足度について、いずれも市民の満足度は７割
台後半で推移しており、高い傾向を示しています。

交通に関連する生活環境の満足度について
「満足している」「まあ満足している」と回答した人の割合

※「重要である」「やや重要である」の合計回答割合が高い項目

図 生活環境の満足度
（出典）かわさき市民アンケートより作成

（％）

47.8％

第２章 地域公共交通を取り巻く状況
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図 川崎市の人口推移と将来人口推計・高齢化率

• 本市の人口は増加が続いていますが、令和１７(２０３５)年にピークを迎え、
その後減少へ転換する見込みです。

• 本市でも高齢化が進展しており、令和１２(２０３０)年には人口の約２２％が
６５歳以上となり、その後、令和３２(２０５０)年には人口の３０％以上が６５
歳以上となる見込みです。

• 高齢化の進展を踏まえた交通施策の展開や生産人口の減少に伴う公共交
通の担い手確保などが必要となります。

• 市内の路線バスの便数は、令和６（２０２４）年度には、１日あたり約９,９００
便と、ピーク時である平成３０（２０１８）年度と比べて約２０％少ない水準と
なっており、運転手不足の深刻化を背景に、年々減少しています。

• 市内の路線バスの利用者数は、令和元（２０１９）年度をピークとして、令和２
（２０２０）年度には、新型コロナウイルス感染症の影響により減少し、令和５
（２０２３）年度では、約３１．５万人（ピーク時の約９割）まで回復しています。

• テレワークの普及など、新たな生活様式の定着により、公共交通を取り巻
く環境に変化が生じています。

• 運転手不足は全国的な傾向であり、日本バス
協会により、令和１２（２０３０）年度には約３万
６０００人の運転手が不足するという試算が報
告されています。

（出典）
令和２（２０２０）年までは国勢調査
令和７（２０２５）年以降は川崎市総合計画の改定に向けた将来人口推計

（令和７(２０２５)年５月）

20代

30代

40代

50代

60代

全国・年代別
大型２種免許保有者数

6,500人

25,000人

81,000人

187,000人

199,000人

（出典）
運転免許統計（令和６（２０２４）年度）より作成
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川崎市調べ

川崎市の将来人口推計 路線バスの状況

※利用者数：年、便数：年度
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４人家族（持ち家）
通勤・通学・通塾にバス利用

高齢夫婦（持ち家）
通院・買い物にバス利用

若者一人暮らし（賃貸）
通勤・趣味の活動にバス利用

会社・学校・塾にバスで行けないため、新たに車を購入

6.3万円/月の負担増
※さらに日々の送迎は親が担う

全ての移動をタクシーに切替

4.6万円/月の負担増
※免許返納が促進されない

不便なまちに住まない
賃料が安く便利な街に引っ越し
※生産年齢人口の流出

路線バスが減って、不便になってしまったら

駅周辺の店舗経営者

バスで駅周辺に来る人が減少
※店舗の売上が減少
※土地・建物の資産価値が減少

• 路線バスは、特定のルートを決められた時刻で運行し、多くの人々を目的
地まで運ぶ身近な公共交通機関です。

• 住まいと駅や施設などをつなぎ、市民の暮らしを支える重要な存在です。

• 特に、通勤や通学、買い物、通院など、さまざまな市民生活の場面で利用さ
れ、多くの人に親しまれています。

• 本市では、当面人口が増加する傾向にありますが、路線バスの便数は、
運転手不足の深刻化を背景に年々減少が続いています。

• 路線バスが減ってしまうと、市民生活や経済活動などにさまざまな影響
が生じる可能性があります。

• 本市が、今後も暮らしやすく、住み続けたいまちであるために、移動の
足の確保が求められています。

バスとまち並み

学生（中学生・高校生）
友達と遊びにでかける時にバス利用

タクシーに乗って移動

移動の金銭的負担増 1,500円/片道2km
※出かける範囲が狭まったり、出かける機会が減る

コラム

路線バスの役割

第２章 地域公共交通を取り巻く状況
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• 地域の声では、特に電車やバスが混雑していることやまちなかに休憩できるスポットが少ないことについて、比較的多くの方が感じています。

• 今後の交通環境の形成に向けては、このような課題に対応することが求められています。

日々の生活での移動に関する困りごとに関するアンケートを実施しました。（会場 ： 総合都市交通計画のオープンハウス型説明会）

【アンケート結果】

項目 最も感じる 感じる

電車やバスが混雑している 23 18

まちなかに休憩できるスポットが少ない 9 16

雨が降った日の移動が大変 7 13

子供連れでの移動が大変 5 5

買い物や病院など日常の外出がしづらい 3 9

子供の習い事送迎が大変 2 6

免許返納に踏み切れない 1 2

総合都市交通計画 オープンハウス型説明会

開催日時・場所
① 令和７（２０２５）年９月２５日（木） エポックなかはら

② 令和７（２０２５）年９月３０日（火） 多摩市民館

③ 令和７（２０２５）年１０月２日（木） 川崎市役所本庁舎

説明会でのアンケート調査の様子（川崎市役所本庁舎）

コラム

第２章 地域公共交通を取り巻く状況
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川崎駅東口～水江町のバス路線において、
BRTの導入により、運行ルートの輸送量
が約17％増加

急行便の設定により、所要時間２分短縮
通常約23分→BRT約２１分

※令和５（２０２３年）年３月より運行開始

「コミュニティ交通導入に関する手引き」を策定
※令和４（２０２２）年３月策定

各事業者のリアルタイム運行情報
を共通化し、経路検索を簡易化

「バスがいつ来るかわからない」と
いう市民アンケート結果が４割減少

路線バスの満足率向上に寄与

評価
（R6時点）

目標値
（R7）

計画策定時
（R3）

評価指標

７９．１回/年現状以上92.3回/年
市民１人あたりの
年間公共交通利用回数

68％70％60％路線バス利用者の満足率

21.0人/便現状以上21.1人/便
市内全路線バス
１便あたりの利用者数

371系統現状以上391系統路線バスの系統数

４地区5地区以上4地区
コミュニティ交通を導入した地区
（本格運行している地区）

（２） これまでの取組

• 本市では、令和３（2021）年３月に地域公共交通
計画を策定し、さまざまな関係者と連携しながら、
地域交通環境の向上に向けた取組を進めてきま
した。

• 計画に基づいたさまざまな取組が進められたこ
とにより、地域交通環境の向上に資する効果が
得られています。

事例 ①
BRTの導入による臨海部中央部への輸送力・速達性の向上

事例 ②
ICT等を活用した地域公共交通の利用促進

事例 ③
多様な主体との連携によるコミュニティ交通導入の促進

⇒出かけごとづくりも実施
地域コミュニティの活性化にも寄与

前計画期間中では、新型コロナウイルス感染症の影響や運転手不足の
深刻化を背景とした路線バスの減便が続いたことから、令和６年度評
価時点では、各目標を達成することが困難な状況です。

※ 前計画の詳細な評価は参考資料にて整理

前計画の振り返り

取組の主な事例

前計画における評価指標

⇒６地区で実証実験開始

第２章 地域公共交通を取り巻く状況
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 将来にわたり、市民の暮らしやすさの向上や本市の強みである
都市の利便性を確保するため、基軸となる路線バスと多様な
モビリティが連携する交通環境を形成

 「市民の移動しやすさに暮らしやすさを加えた持続可能な交通
環境の形成」に向けた施策・取組（事業）を位置づけ

（３） 計画改定のポイント

 総合都市交通計画における計画策定のポイント

• 地域公共交通を取り巻く状況や前計画の振り返り、「総合都市交通計画」で示されている交通課題や計画策定のポイント等を踏まえ、
本計画における改定のポイントを次のとおり、整理します。

評価指標

これまでは、首都圏における立地特性を活かした交通環境の形成を中心に進めてきましたが、高齢化の進展や交通の担い手不足等の社会環境の変化に
対応するため、これまでに構築した交通環境を最大限に活用しながら、都市の骨格形成と交通機能の強化、安全、安心、防災、環境に対応した交通環境の

整備等を進めるとともに、市民の移動しやすさに暮らしやすさを組み合わせた持続可能な交通環境の形成を図ります。

・市内外の拠点間連携を高める交通機能の強化が求められている。
・市内拠点から羽田空港へのアクセス性の向上を図ることが求められている。
・臨海部の大規模な土地利用転換を踏まえた交通機能の強化が求められている。

首都圏機能の強化及び本市都市構造の
形成

①

・鉄道や道路の混雑緩和が求められている。
・歩行者などに対して、より一層の安全性の向上が求められている。
・障害者や高齢者をはじめ誰もが安心して移動できる環境が求められている。
・鉄道により地域間の移動が阻害されているところの改善が求められている。

誰もが安全、安心、快適に利用できる交
通環境の形成

②

・激甚化する風水害や大規模地震等の災害に強く、復旧を支える交通基盤の充実が求められている。
・交通ネットワークの多重性（リダンダンシー）が求められている。
・災害時や非常時の交通混乱への対応が求められている。

災害に強い交通の実現③

・公共交通の需要が高まる一方、運転手不足等の深刻化により、将来にわたり、地域公共交通の維持・確保をしていく
ことが求められている。

・地域特性を踏まえ、新技術等を活用し多様なモビリティを展開したきめ細やかな対応が求められている。
・拠点地区のまちづくりと連携し、駅の特性を踏まえた結節・交流機能の強化が求められている。

地域特性に応じた交通課題へのきめ細
やかな対応

④

・鉄道や自動車など交通の脱炭素化が求められている。
・道路交通の円滑化や自家用車から公共交通利用への転換を図ることが求められている。

脱炭素社会の実現に向けた地球環境へ
の更なる配慮

⑤

参考 ： 「総合都市交通計画」における交通課題の整理

計画改定のポイント 取組の方向性 • バス路線効率化の更なる加速とともに、路線バスの輸送力確保を
促進します。

• 路線バスを補完する多様なモビリティの導入や交通結節機能の形
成とともに、交通をみんなで支える意識醸成を図ります。

• 社会環境の変化を踏まえた今後の取組を適切に評価するため、
「市民の移動しやすさに暮らしやすさを組み合わせた持続可能な
交通環境の形成」に関する指標を評価の中軸に据えるなど、
前計画の評価指標を全体的に見直します。

第２章 地域公共交通を取り巻く状況
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モビリティステーション

連節バス・BRT

コミュニティ交通
自動運転バス

シェアモビリティ

路線バス

社会の変革期に適応した地域公共交通ネットワークの形成めざす将来像 ：

バスネットワークを“守る”
基本方針 １

多様なモビリティを“活用する”
基本方針 2

利用しやすい環境を“形成する”
基本方針 3

・バス路線の効率化が図られている

・自動運転バスや連節バス・ＢＲＴの導入により、
路線バスの輸送力が確保されている

・多様なモビリティの活用が図られている

・地域特性に応じたモビリティステーションが
形成されている

・モビリティマネジメントにより、地域公共交通を
みんなで支える意識が醸成されている

・利用者が移動しやすい交通環境
が形成されている

・路線バスと多様なモビリティサービスが
利用できる交通結節点

・地域の賑わい創出にも寄与する「身近な
生活拠点」

モビリティステーション めざす将来像が実現された市民の暮らしのイメージ

 通勤や通学、買い物、通院など、さまざまな生活の場面で、路線バスや
多様なモビリティを活用した移動ができています。

 交通手段の選択肢が広がり、新たな交流の創出や生活の満足度が向上
することで、便利なまちのイメージがさらに高まり、生活の暮らしやす
さを実感しています。

第３章 めざす将来像
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基本方針 １ バスネットワークを守る

基本方針 ２ 多様なモビリティを活用する

基本方針 ３ 利用しやすい環境を形成する

・市民の暮らしやすさの向上や本市の強みである都市の利便性を確保
するため、基軸となる路線バスと多様なモビリティが連携し、社会
の変革期に適応した地域公共交通ネットワークの形成を推進します。

・地域特性やニーズに応じ、高齢者や子育て世代等の誰もが移動しや
すい、きめ細やかな対応を図るため、多様な主体と連携し、新たな
モビリティの導入などに向け、持続的な実施体制の構築を推進しま
す。

・自動運転バス等の導入や路線バスと多様なモビリティが連携する新
たな交通結節機能の形成を推進します。

・自転車の活用などの関連施策については、地域特性に応じ、身近な
交通環境の整備を進めるとともに、シェアモビリティと公共交通と
の連携など交通手段間のより良い連携を推進します。

• 本市交通政策のマスタープランとなる「川崎市総合都市交通計画」における交通政策の目標等を踏まえ、地域公共交通の個別計画として、
本計画における基本方針を位置づけます。

交通政策の目標：
地域に応じたきめ細やかなまちづくりを支える身近な交通環境の整備

総合都市交通計画

基本方針：

身近な地域における交通施策の考え方：
・運転手不足の深刻化を背景に、路線バスの便数が年々減少している

状況にありますが、地域公共交通の基軸となるバス路線の効率化や
自動運転バス等の導入による輸送力の確保を図るなど、バスネット
ワークの維持・確保に向けた取組を推進します。

・路線バスを補完するコミュニティ交通の導入に向け、多様な主体と
連携しながら、新技術等も活用した運行手法の導入を図るとともに
路線バスと多様なモビリティサービスが利用でき、地域の賑わい創
出にも寄与する「身近な生活拠点」となるモビリティステーション
の形成に向けた取組を推進します。

地域公共交通計画

・さまざまな関係者と連携したモビリティマネジメントを実施するな
ど、地域公共交通をみんなで支える環境形成に向けた周知啓発や意
識醸成の取組を推進します。

・交通ＤＸの促進とともに、利用者が移動しやすい交通環境の形成に
向けた取組を推進します。

交通戦略：
社会の変革期に適応した地域公共交通ネットワークの形成

めざす将来像：
社会の変革期に適応した地域公共交通ネットワークの形成

（１） 基本方針

第４章 めざす将来像の実現に向けて
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取組（事業）施策

基本方針 １ バスネットワークを守る
１－１ 長大・重複路線の効率化

バス路線の効率化
１－２ バス路線の新設・見直し

１－３ 自動運転バスの導入

路線バスの輸送力確保 １－４ 連節バスの導入

１－５ BRT・急行便の導入

１－６ 運転手等の確保
人材不足への対応

１－７ 運賃適正化の検討

基本方針 2 多様なモビリティを活用する
２－１ コミュニティ交通の維持・導入

多様なモビリティの活用
２ー２ タクシーの活用

２－３ シェアモビリティの活用

２－４ 企業バス等の活用

２－５ 新たな交通結節機能の形成モビリティステーションの形成

基本方針 ３ 利用しやすい環境を形成する
３－１ 周知啓発・意識醸成モビリティマネジメント

３－２ 運行情報の提供
DXの活用

３－３ 商業・観光連携の促進

３－４ バス待ち環境の改善

利用環境の整備
３－５ 定時制の確保

３－６ 外出促進・移動支援

３－７ 交通の脱炭素化

（２） 施策体系

• 施策体系では、交通環境を取り巻く環境の変化を踏まえ、地域資源
の有効活用とともに効果的かつ戦略的に取組を進めるため、施策の
５本柱を設定します。

１
２

３
４

５

１

２

３

４

５めざす将来像の実現に向けた

施策の５本柱

めざす将来像：
社会の変革期に適応した地域公共交通ネットワークの形成

交通政策の目標：
地域に応じたきめ細やかなまちづくりを支える身近な交通環境の整備

都市の将来像 ：
「成長と成熟の調和による持続可能な最幸のまち かわさき」

地域公共交通計画

総合計画

総合都市交通計画

• 本計画では、総合計画における「都市の将来像」の実現に向けて、
地域公共交通に関する個別計画の役割を踏まえ、次のとおり、施策
体系を整理します。
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バス路線の効率化施策

１ー１ 長大・重複路線の効率化取組（事業）

 利用状況を踏まえ、長大路線や重複路線の運行効率化を図るなど、
バス路線の再編に向けた取組を進めます。

 運行の見直しによって生じた輸送資源（運転手やバス車両）につい
て、他のバス路線への再配分を検討するなど、バスネットワークの
維持・確保に向けた取組を進めます。

【取組】

• 交通系IC利用データやGTFS等を活用した利用実態分析システ
ムの運用

• 路線再編のシミュレーションを実施しながら、交通事業者と協議・
調整を図り、バス路線の効率化を促進

内容

交通事業者、市実施主体

バス路線の効率化施策

１－２ バス路線の新設・見直し取組（事業）

 今後予定されている駅前広場などの基盤整備や開発事業にあわせ、
バス路線の新設・見直しを図ります。

 交通事業者が路線新設や既存路線の見直しの検討を行うにあたり、
路線バス社会実験支援制度の運用を図ります。

【取組】

• 駅周辺の基盤整備や開発事業に伴うバス路線の検討
例）京急川崎駅、鷺沼駅、登戸・向ヶ丘遊園駅、大師橋駅など

• 鉄道や道路の基盤整備に伴うバス路線の検討
例）横浜市高速鉄道３号線（新百合ヶ丘駅等）や都市計画道路など

内容

交通事業者、市実施主体

（３） 取組 基本方針 １ バスネットワークを守る

分析システムによる路線バスの利用実態の可視化

重複路線改善のイメージ（国土交通省資料引用）

鷺沼駅前地区
第一種市街地再開発事業

完成予想パース（R6.11公表）

横浜市高速鉄道３号線の
概略ルート・駅位置図（R2.1公表）

各路線ごとの乗車記録を
もとに利用実態を把握

第４章 めざす将来像の実現に向けて
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（３） 取組 基本方針 １ バスネットワークを守る

路線バスの輸送力確保施策

１ー３ 自動運転バスの導入取組（事業）

 本市では、令和６（２０２４）年度から既存バスルートにおいて、令和９（２０２７）年度の実装をめざし、
さまざまな関係者との連携を図りながら、自動運転バスの社会実験を行っています。

 社会実験により、都市部における走行技術の研鑽を行うとともに、社会受容性の向上を図り、
レベル4自動運転の早期実現をめざします。

【取組】

• 羽田連絡線、川崎病院線における社会実験の実施（運行主体：川崎鶴見臨港バス）

• 社会実装時及び交通事業者を主体とした導入時における支援の検討

• 道路環境の課題解決と自動運転バスの走行環境の構築を両立する手法の検討

• 他路線への展開に向けた検討

• 臨海部における自動運転を活かしたまちづくりの検討

• 社会受容性の向上に向けた取組

内容

交通事業者、市実施主体

Minibus

本事業は、国土交通省の自動
運転社会実装推進事業
（国庫補助）を活用しながら、
取組を進めています。
令和６年度 採択
令和７年度 採択（重点支援）

ERGA

 東急バスでは、自社で開発した自動運転小型EVバスを
使用した、東京都内住宅街のバス路線で走行試験を実施

 使用する車両はEV化し、遠隔監視及び旅客案内が可能
な自動運転システムを搭載

市内バス事業者による他都市での取組

走行ルート図（用賀駅周辺）

自動運転小型EVバス 遠隔監視のイメージ

走行ルート図（左：羽田連絡線、右：川崎病院線）

自動運転車両 遠隔監視のイメージ

第４章 めざす将来像の実現に向けて
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路線バスの輸送力確保施策

１－４ 連節バスの導入取組（事業）

 運転手一人あたりの輸送力向上に向け、連節バスの導入を図りま
す。

 連節バスの導入にあたり、川崎市と交通事業者の役割を整理し、協
議・調整を行いながら、取組を進めます。

内容

交通事業者、市実施主体

路線バスの輸送力確保施策

１－５ BRT・急行便の導入取組（事業）

 輸送力の確保とともに、CO2排出量の低減に向け、BRTの導入や
急行便の導入を図ります。

【取組】

• 「臨海部の交通機能強化に向けた実施方針（案）」に基づくBRTの
導入に向けた交通事業者との協議調整

• 浜川崎・南渡田アクセス軸や臨海部中央軸等へのBRT導入

• 他路線への展開に向けた検討

内容

交通事業者、市実施主体

（３） 取組 基本方針 １ バスネットワークを守る

＜施工前＞ ＜施工後＞

参考 連節バス（川崎鶴見臨港バス）

参考
バスベイ整備の事例
（横浜市資料引用）

交通事業者市内容項目

○道路整備等
走行環境整備に
関すること

○バス路線の運行車両の運行や整
備・調達に関す
ること ○車両等の準備・管理等

○車庫・整備場の整備等

引用 ： 川崎市臨海部の交通機能強化に向けた実施方針（案）

第４章 めざす将来像の実現に向けて
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人材不足への対応施策

１－６ 運転手等の確保取組（事業）

 関係行政機関や交通事業者と連携を図りながら、路線バスの運転
手等の人材確保に向けた取組を進めます。

【取組】

• 運転手等の負担軽減に資する経営改善等の取組への支援の検討

• 経営改善効果や運転者の負担軽減が見込まれる完全キャッシュレ
スバスの運行に向けた検討

内容

交通事業者、市実施主体

人材不足への対応施策

１－７ 運賃適正化の検討取組（事業）

 交通事業者と連携を図りながら、市域全体のバスネットワークの維
持や物価高騰への対応、労働環境の改善による人材確保、施設・車
両の更新等に向け、運賃適正化に関する検討の促進を図ります。

【取組】

• 各交通事業者による運賃改定の検討

• 各交通事業者によるエリア制運賃の導入検討

内容

交通事業者実施主体

（３） 取組 基本方針 １ バスネットワークを守る

※ 事業者ごとの市内均一料金

川崎市バス 川崎鶴見臨港バス 東急バス 小田急バス

IC 220円 240円 240円 250円

現金 220円 240円 250円 250円

220円 250円 260円 250円

R4.10.1 R7.3.18 R7.10.1 R7.10.1

現在の運賃
（R7.10.1時点）

上限運賃

直近の運賃改定日

国土交通省 ： 完全キャッシュレスバスの実証運行について

• 国土交通省では、深刻な運転者不足等を背景に、路線バスの減便や事
業者の廃業などが生じている状況を踏まえ、課題解消に向けて、バス
事業者の経営改善や供給力改善を図ることが必要としています。

• 経営改善効果や運転者の負担軽減に向けて、経営効率化等に資する
交通DXの取組事例として、完全キャッシュレスバスの運行が効果的で
あることが示されています。

• 完全キャッシュレスバスの実証運行は全国で実施されており、川崎市
内においても、大109系統 (自動運転バス) 大師橋駅～天空橋駅（川
崎鶴見臨港バス）において、実証運行が実施されています。

完全キャッシュレスバス実証運行周知ポスターデザイン
（国土交通省資料）

第４章 めざす将来像の実現に向けて
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（３） 取組

多様なモビリティの活用施策

２－１ コミュニティ交通の維持・導入取組（事業）

 路線バスの運行が困難な地域において、多様な主体と連携を図り、地域特性に応じた交通手段の維持・導入を図ります。

【取組】

• 「コミュニティ交通導入に関する手引き」に基づく地域の取組への支援

• バス事業者や地元協議会等による本格運行への支援の検討

• 広域拠点周辺における事業者主体による本格運行の早期実現に向けた取組

• 持続可能な運行モデルの定着・横展開に向けた取組（モビリティステーションとの連携等）

内容

交通事業者、企業・団体等、市民、市実施主体

基本方針 ２ 多様なモビリティを活用する

高石地区
やまゆり号

片平地区

岡上西地区

白幡台地区
あおば号

平・五所塚地区
つばめ号

野川南台地区
みらい号

長尾台地区
あじさい号

しんゆり北地区

生田山の手地区

韋駄天地区

中原区地区
チョイソコかわさき

川崎区地区
のるーとKAWASAKI

：本格運行地区（協議会主体・定時定路線）

：実証実験実施地区（地元協議会）

：地元協議会立ち上げ地区

：デマンド交通実証実験実施地区（事業者主体）

長尾台地区
あじさい号

平・五所塚地区
つばめ号

川崎区地区
のるーとKAWASAKI

中原区地区
チョイソコかわさき

第４章 めざす将来像の実現に向けて

23



多様なモビリティの活用施策

２－１ コミュニティ交通の維持・導入取組（事業）

地域と連携したコミュニティ交通の維持・導入に向けた取組

• つばめ号と連携した、外出目的づくりの一環として、さまざまな
取組を実施

 かきまる号と連携した、お出かけイベントを実施するなど、地域一
体となった取組を実施

内容

多様なモビリティの活用施策

２－２ タクシーの活用取組（事業）

 コミュニティ交通への乗合タクシーの導入を図るとともに、タクシー
による地域の足の確保に向けた取組の促進を図ります。

【取組】

• タクシー事業者によるコミュニティ交通の運行

• 日本版ライドシェア（夜間等の時間帯による空白の解消）等の運行

内容

交通事業者、企業・団体等、市民、市実施主体

（３） 取組 基本方針 ２ 多様なモビリティを活用する

参考 ：
タクシーあいのり型コミュニティ交通の運行実験（生田山の手地区）

コラム

認知症予防の話と脳トレ体操リフレッシュヨガ

講演会 かきまつりへの出展

第４章 めざす将来像の実現に向けて
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多様なモビリティの活用施策

２－３ シェアモビリティの活用取組（事業）

 鉄道駅やモビリティステーション等において、公共交通とシェアモ
ビリティの連携に向けた取組を促進します。

 身近な地域公共交通における移動環境の充実をめざし、移動手段
の一つとして便利で利用しやすいシェアサイクルの利用・普及促進
を図ります。

【取組】

• 地域の利便性や回遊性の向上に向けたシェアモビリティの利用促
進

• 「川崎市自転車活用推進計画」に基づいた取組の推進

内容

交通事業者、企業・団体等、市実施主体

多様なモビリティの活用施策

２－４ 企業バス等の活用取組（事業）

 関係事業者等との連携により、企業送迎バスや観光バスの利用調
整を図ります。

【取組】

• 「川崎駅周辺総合整備計画」における総合的な交通環境の改善に
向けた取組の推進

• 「臨海部の交通機能強化に向けた実施方針（案）」等に基づく企業
送迎・観光用バス乗降場の適切な運用

内容

交通事業者、企業・団体等、市実施主体

（３） 取組 基本方針 ２ 多様なモビリティを活用する

小川町バス乗り場 （令和2(2020)年2月供用開始）

大師河原バス乗り場 （令和6(2024)年12月 供用開始）

マルチモビリティステーション
（浅田3丁目）

HELLO MOBILITYステーション
（等々力操車場バス停）

第４章 めざす将来像の実現に向けて
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モビリティステーションの形成施策

２－５ 新たな交通結節機能の形成取組（事業）

 交通環境を取り巻く環境の変化を踏まえ、地域資源の有効活用とともに効果的かつ
戦略的に取組を進めるためには、路線バスと多様なモビリティとの連携が重要と
なります。

 そのため、多様な交通手段の乗換の円滑化を図るとともに、地域の賑わい創出にも
寄与する「身近な生活拠点」 となるモビリティステーションの形成に向けた取組を
進めます。

【取組】

• モビリティステーションの形成に向けた実証実験の実施

• 多様な主体との連携や適切な役割分担による事業モデルの構築

• 利用者目線で求められる機能等の類型化やニーズ・採算性等の検証

• 地域公共交通と関連施策との事業連携の検討

＜市民の理解や企業等の参画を促し、民間事業としての運用をめざした取組の推進＞

フェーズ１ 公有地及び公共施設活用による実証実験

フェーズ２ 民有地活用による実証実験

フェーズ３ 民間ビジネスの確立

内容

交通事業者、企業・団体等、市民、市実施主体

（３） 取組 基本方針 ２ 多様なモビリティを活用する

図 モビリティステーションのイメージ

 モビリティステーションとは、乗換拠点を中心に多様なモビリ
ティサービスが利用でき、地域の賑わいの創出や移動の目的
地ともなる身近な生活拠点としての機能を有するものです。

 モビリティステーションが、市内各地で展開されることにより、
通勤や通学、買い物、通院など、さまざまな生活の場面で、路
線バスや多様なモビリティによる移動が可能となります。

 さらに、地域特性に応じた身近な生活拠点としての役割を担
うことで、市民や利用者が集い、賑わいも創出されます。

 モビリティステーションが形成されることにより、交通手段の
選択肢が広がるとともに、さまざまな人が集まることで、新た
な交流の創出や暮らしやすさの向上に寄与することが考えら
れます。

川崎市計量検査所跡地等での取組

モビリティステーションについて
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（３） 取組

モビリティマネジメント施策

３－１ 周知啓発・意識醸成取組（事業）

 社会環境が変化している中、川崎市が暮らしやすいまちであり続けるためには、一人ひとりが移動の仕方を工夫したり、地域で交通を支える取組に参加する
など、みんなで地域の交通を守っていくことが重要となります。

 そのため、地域公共交通をみんなで支える環境形成に向けて、市民・利用者への周知啓発を図り、意識醸成や行動変容を促すための取組を進めます。

【取組】

• かわさきのりものフェスタの開催

• 公共交通の利用促進に向けた周知啓発・意識醸成

• オフピーク通勤の利用促進に向けた周知啓発・意識醸成

• 人材育成に向けた取組の促進

内容

交通事業者、企業・団体等、市民、市実施主体

基本方針 ３ 利用しやすい環境を形成する

図 第1回かわさきのりものフェスタの様子（R6）

バスを題材にした音楽えほんコンサート

バスのペーパークラフト ワークショップ

図 かきまる号に関するワークショップ（片平）

図 地元小学校での試乗会や
自動運転バスの仕組みを学ぶ授業の開催

自動運転に関するクラウドファンディングを実施

目的 ：
自動運転バスの早期実現とともに、公共交通の抱える

課題解決に向けた取組への理解と共感を広げていく

寄付金の使い道 ：
自動運転バスの運行に必要な3Dマップの作製や、こど

もたちが自動運転バスの仕組みを学ぶ取組などに活用

図 自動運転バス×環境調査体験
コラボイベント
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DXの活用施策

３－２ 運行情報の提供取組（事業）

 デジタルサイネージの設置などによる鉄道からバス・タクシーへの
乗換の円滑化に向けた取組を進めます。

 バス停におけるバスの近接情報や現在の運行位置（バスロケーショ
ンシステム）の提供など、利用者の利便性確保に向けた取組を進め
ます。

【取組】

• 利用者の多い拠点駅などへのデジタルサイネージの導入

• 駅前広場等における乗り場の情報提供案内板や誘導サインの設置

• 停留所へのバスロケーションシステム導入に対する補助

内容

交通事業者、企業・団体等、市実施主体

DXの活用施策

３－３ 商業・観光連携の促進取組（事業）

 多様な交通手段や、商業施設・観光施設とのDXを活用した連携を
図ることで、利用者の利便性確保や公共交通の利用促進を図りま
す。

【取組】

• 交通事業者等による、商業施設や観光施設と交通手段を組み合わ
せたチケットの販売

内容

交通事業者、企業・団体等、市実施主体

（３） 取組

＜デジタルサイネージ（武蔵小杉駅）＞

＜デジタルサイネージ（向丘出張所）＞

基本方針 ３ 利用しやすい環境を形成する

第４章 めざす将来像の実現に向けて

28



利用環境の整備施策

３－４ バス待ち環境の改善取組（事業）

 バス停におけるベンチや上屋の設置など、利用者がバス停で快適
に待つことのできる環境整備に向けた取組を促進します。

 交通安全上課題のあるバス停の環境改善に向けた取組を促進しま
す。

 駅前広場における利用環境の向上やバス待ち環境の改善に向けた
取組を進めます。

【取組】

• 自治会等によるバス停ベンチ設置への支援

• 交通事業者等によるバス停の上屋・ベンチ設置や維持管理

• 交通事業者による交通安全上課題のあるバス停の改善に向けた
取組

• 川崎駅等の主要な駅前広場における利用環境向上に向けた取組

• 武蔵新城駅前広場におけるバス待ち環境の改善

内容

交通事業者、企業・団体等、市民、市実施主体

利用環境の整備施策

３－５ 定時性の確保取組（事業）

 関係事業者や関係行政機関等との連携を図り、バスの円滑な運行
に向けた取組を進めます。

【取組】

• PTPS（公共車両優先システム）の導入・運用

• 市役所通り等の幹線道路における路上駐停車対策の取組

• 「川崎市道路整備プログラム」に基づく都市計画道路等の整備によ
る走行環境の改善

• 「川崎市都市計画道路網の見直し方針」に基づくバスベイ設置等な
どの走行環境の改善

内容

交通事業者、企業・団体等、市実施主体

（３） 取組

＜自治会による木製ベンチの設置＞ ＜武蔵新城駅前広場＞

基本方針 ３ 利用しやすい環境を形成する

右折待ちの車両
により後続が渋滞

右折レーンの設置
により渋滞が緩和

第４章 めざす将来像の実現に向けて
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利用環境の整備施策

３－6 外出促進・移動支援取組（事業）

 誰もが利用しやすい移動手段の確保に向けた取組を進めます。

【取組】

• 高齢者外出支援乗車事業による高齢者に対する優待乗車制度の
運用

• タクシー事業者によるユニバーサルデザイン（UD）タクシーや子育
てタクシーの導入・運用

• バス事業者によるノンステップバス導入への支援

• 駅周辺や公共的施設におけるバリアフリー化の推進

• 案内表示の多言語化や統一的な案内サインの整備

内容

交通事業者、企業・団体等、市実施主体

利用環境の整備施策

３－7 交通の脱炭素化取組（事業）

 環境に配慮した車両や設備を導入することで、交通の脱炭素化に
向けた取組の促進を図ります。

【取組】

• 次世代自動車（EV、水素など）や設備の普及促進

• パンタグラフ式充電器の導入検討

内容

交通事業者、企業・団体等、市実施主体

（３） 取組

＜EVバス＞

＜パンタグラフ式充電器導入イメージ＞

＜UDタクシー＞ ＜バス車内表示の多言語化＞

 路線バスの利用にあたり、ベビーカー（二
人乗り含む）は開いたままでの乗車が可能
です。 ※混雑時などを除く

 乗り方の詳細については、各バス会社の
HPに掲載されていますので、御確認くだ
さい。

コラム（ベビーカーの乗車）

＜二人乗りベビーカー＞

＜水素バス＞

基本方針 ３ 利用しやすい環境を形成する

第４章 めざす将来像の実現に向けて
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評価指標
（R１２）

現状
（基準年）

設定理由項目

約5０％以上
約48％
（R6）

総合都市交通計画の目標値であり、川崎市都市イメージ調査において、
「『川崎市』のイメージに当てはまるもの」として、「便利」を選択した市民
の割合が最も多いことを踏まえ、「便利な都市かわさき」を将来につな
ぐため

※総合都市交通計画において、令和２7（２０４５）年度に満足度約５５％
以上としているため、本計画の計画期間（５年間）を按分して算出

川崎市が便利な都市と感じる市民の割合

約80％以上
約77％
（R6）

市民の移動しやすさに暮らしやすさを組み合わせた持続可能な交通環
境の形成を計画改定のポイントとしていることから、交通と暮らしを組
み合わせた市民の満足度を測るため

交通に関連する生活環境の満足度
※①通勤・通学の便利さ、②買い物の便利さ、

③病院や医院までの距離の３項目平均

３１．６万人/日以上
３１．６万人/日

（R5）
地域の移動ニーズに沿った取組により、利用しやすい環境が形成され
ているかを測るため

利用者数
※①路線バス、②コミュニティ交通の合計

現状維持
約340ｋｍ

（R7）
路線バスの効率的な運行や輸送力の確保など、バスネットワークの維
持・確保に向けた取組の状況を測るため

バスネットワーク長

２路線
実証実験２路線

（R7）
自動運転バスの実装や他路線への展開等に向けて、実証実験等の進捗
に応じた取組の状況を測るため

自動運転バスのL4許認可路線数

本格7地区以上
本格４地区

（R7）
運行継続に向けた取組の状況や本格運行の達成状況を測るためコミュニティ交通の本格地区数

実証２地区／毎年度
実証5地区

（R7）
本格運行に向けた検討・運行実験等の進捗に応じた取組の状況を測る
ため

コミュニティ交通の検討・運行実験地区におけ
る活動実績

約80％以上
約78％
（R5）

市の路線バス等に関する交通政策について、重要であると認識してい
る市民の意向を把握することで、啓発・意識醸成に関する取組の状況を
測るため

市民の地域公共交通政策に対する認識

（１） 計画の評価

• 取組の進捗や達成状況を評価するため、次のとおり評価指標を設定します。

第５章 計画の進行管理
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めざす将来像の共有
連携・協力

• 本市のめざす将来像の実現に向け、総合都市交通計画におけるさまざま
な主体の役割を踏まえながら、行政、交通事業者、企業・団体等、市民がそ
れぞれ連携して取組を推進していきます。

（２） 進行管理の体制

構成員

学識経験者

東日本旅客鉄道株式会社鉄道公共交通事業者等

京王電鉄株式会社

小田急電鉄株式会社

東急電鉄株式会社

京浜急行電鉄株式会社

神奈川県バス協会バス

川崎鶴見臨港バス株式会社

東急バス株式会社

小田急バス株式会社

神奈川中央交通株式会社

横浜市交通局

川崎市交通局

神奈川県タクシー協会タクシー

神奈川県個人タクシー協会

川崎市建設緑政局道路管理者

川崎市港湾局

神奈川県警察本部公安委員会

市民委員利用者

川崎市全町内会連合会

国土交通省関東運輸局関係行政機関

川崎市健康福祉局

川崎市まちづくり局

市民交通事業者

企業・団体等 行政

• 学識経験者や交通事業者、市民、行政関係者で構成される「川崎市地域公
共交通活性化協議会」を毎年度開催し、取組の進捗や達成状況を報告・協
議しながら、計画の進行管理を図ります。

＜行政の役割＞
・ 交通基盤の整備や交通環境形成の支援
・ 利用促進・周知啓発・意識醸成に向けたPRの実施 など

＜交通事業者の役割＞
・ 地域公共交通のサービスの継続や向上
・ 利用者が安全・安心に利用できる環境の構築 など

＜企業・団体等の役割＞
・ 多様なモビリティの導入に向けた取組
・ 行政や交通事業者が実施する取組への協力 など

＜市民の役割＞
・ 地域公共交通の現状に対する理解や行動変容
・ 地域公共交通の積極的な利用 など

行政、交通事業者、企業・団体等、市民の役割 川崎市地域公共交通活性化協議会

第５章 計画の進行管理
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（１） 前計画における評価指標

分析・考察
評価

（R6時点）
目標値
（R7）

計画策定時
（R3）

評価指標の考え方評価指標

• 利用回数は、基準年度の水準には戻っていないが、
新型コロナウイルス感染症の影響後は増加傾向に
あり、公共交通の利用促進は図られている

• 新型コロナウイルス感染症の影響等により、利用回
数の基準年度比較では、取組の適切な評価が困難
な状況

７９．１回/年現状以上92.3回/年
公共交通の利用促進などの交通
環境整備の進捗を測る

市民１人あたりの
年間公共交通利用回数

• 不満に関する増加割合が高かったのは、「本数が少
ない」で、15.7％から20.9％に増加（新型コロナ
ウイルス感染症の影響や運転手不足等による減便）

• 不満に関する減少割合が高かったのは、「いつ来る
かわからない」で、13.3％から8.1％に減少（バス
ロケーションやスマホ検索等の普及による影響）

• また、「運賃が高い」も13.1％から4.9％に減少（物
価高騰が続く中、運賃が安価なままであるため、不
満が減少したと想定）

• 全体傾向として、不満に関する割合が減り、満足率
の上昇に繋がったものの目標値には達していない

68％70％60％

ニーズを踏まえた交通環境の整
備や定時制確保による輸送環境
整備など、路線バスに関する取
組を総合的に測る

路線バス利用者の満足率

• 利用者数にあわせた運行が行われており、輸送の
効率化は図られている

• 個々の路線の評価が困難であり、運送の効率化と
利用者の利便性・快適性のバランスが重要

21.0人/便現状以上21.1人/便

バス事業者が利用実態等に応じ
た運行を行っているか確認し、効
率的なバスネットワークが形成さ
れているか測る

市内全路線バス
１便あたりの利用者数

• 系統数の減少は、主に重複路線の整理などによる
ものであり、バスネットワークそのものに際立った
変化はないことから、バスネットワークの広がりは
維持されている

• 系統数の基準年度比較では、取組の適切な評価は
困難

371系統現状以上391系統
運行効率化により生み出された
輸送資源の活用によるバスネッ
トワークの広がりを測る

路線バスの系統数

• 各地で、導入に向けた検討や実証実験が進められ
ており、新たな移動手段の導入に向けた取組は進
んでいる

• 本格運行地区数の基準年度比較では、取組の適切
な評価は困難

４地区5地区以上4地区
地域特性に応じた新たな移動手
段の導入状況を計る

コミュニティ交通を導入した地区
（本格運行している地区）

※ 市民アンケートにより、「市民がバスの
利用に関して不満に感じている点」に
ついて、平成２８年と令和４年の調査結
果を比較

※ 路線バス、タクシー、コミュニティ交通

資料編
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解説用語

あ行

Information and Communication 
Technology：情報通信技術の略で、パソコンだけで
なくスマートフォンやスマートスピーカーなど、さまざ
まな形状のコンピュータを使った情報処理や通信技術
の総称のこと。

ICT

朝のラッシュ時などの混雑時間帯（ピーク時間帯）を避
けて通勤すること。

オフピーク通勤

か行

鉄道とバスなど交通手段や歩行が相互の乗り換えや
歩行が効率的かつスムーズに行えるなど交通機関を
乗り継ぐ場所に求められる機能のこと。

交通結節機能

保育園や学校、塾などに保護者の代わりに迎えに行っ
たり、緊急時の夜間救急病院への送迎や、荷物の多い
乳幼児を連れた外出のサポートなどを行うタクシー
サービスのこと。

子育てタクシー

地域住民や企業等が主体となって運営・運行に参画し、
路線バスを補完する公共性の高い交通手段のこと。

コミュニティ交通

定量的な指標の設定などによる検討期間の短縮を図
るなど、コミュニティ交通の導入に向けた手順を取りま
とめたもの。

コミュニティ交通導入に
関する手引き

さ行

本計画では、ICT等の技術を活用し、シェアサイクルを
はじめ、電動キックボードや超小型モビリティ等のマイ
クロモビリティ、並びにEVカーシェアなど、少人数・小
口利用に適した形で不特定多数の利用者が共有・共同
利用できる交通手段のこと。

シェアモビリティ

解説用語

さ行

新しい技術や新しい取組み等が、地域社会や市民等の
理解・賛同を得て受け入れられること。

社会受容性

バス・タクシー事業が成り立たない場合であって、地域
における輸送手段の確保が必要な場合に、必要な安全
上の措置をとった上で、市町村やNPO 法人等が、自
家用車を用いて提供する運送サービスのこと。

自家用有償旅客運送

General Transit Feed Speci㉀cationの略で、
公共交通機関の時刻表とその地理的情報に使用され
るデータ形式のこと。

GTFS

た行

複数の鉄道路線が乗り入れ、バスやタクシー、自転車
など様々な交通が集中する利便性がすぐれている駅
のこと。

ターミナル駅

1回の移動で複数の交通手段を使用した場合において、
その中の主な交通手段のこと。
主な交通手段の優先順位は利用した交通手段で決ま
り、鉄道、バス、自動車、二輪車、徒歩の順としている。

代表交通手段

地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動
又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動
のための交通手段として利用される公共交通機関の
こと。
本計画の対象範囲となる交通手段が当てはまる。

地域公共交通

軌道運送高度化事業、道路運送高度化事業、海上運送
高度化事業、鉄道事業再構築事業、鉄道再生事業、地
域旅客運送サービス継続事業、貨客運送効率化事業及
び地域公共交通利便増進事業のこと。

地域公共交通特定事業

地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動
又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動
のための交通手段として利用される交通機関のこと。

地域交通

ディスプレイなどの電子的な表示機器を使って情報を
発信するメディアのこと。

デジタルサイネージ

（２） 用語解説

資料編
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解説用語

た行

利用者から事前に連絡（予約）を受けて、基本となる路
線以外の停留所に立ち寄ったり、運行を開始したりす
るなど、乗客の要望に合わせて運行する自動車により
不特定の旅客を乗り合わせて運送する運行形態のこ
と。

デマンド交通

Digital Transformationの略で、デジタル化によ
り、これまでのサービスや仕事の仕方を変革し、新たな
価値を創出する考え方のこと。

DX

都市計画法に基づき計画決定された道路のこと。都市計画道路

な行

車両の出入口の段差を無くすことで乗降性を高めた低
床バスのこと。

ノンステップバス

は行

地域内で運行されている路線バスやコミュニティ交通
などを含めた全体的な構成やつながりのこと。

バスネットワーク

バス乗降で停車している間、後続車が渋滞しないよう
に、バス停付近の道路に設けてある切り欠きの専用停
車スペースのこと。

バスベイ

バスの位置情報を携帯電話網・無線などを通じて、
サーバへ送信し、WEBサイトやデジタルサイネージ等
を通じて利用者に運行状況を提供するシステムのこと。

バスロケーション
システム

障がいのある人にとって障壁（バリア）となるものを取
り除くことにより、生活しやすくしようという考え方で、
段差や手すり、スロープ、点字ブロックの設置等を進め、
誰でも快適に暮らせる建物、まちづくりを行うこと。
また、段差など物理的な障壁のほか、障がい者の社会
参加を困難にしている社会的、制度的、心理的な障壁
も含めた全ての障壁の除去という意味でも使われて
いる。

バリアフリー

解説用語

は行

自動車よりコンパクトで小回りが利き、環境性能に優
れ、地域の手軽な移動の足となる1～2人乗り程度の
車両のこと。
他に、マイクロモビリティ、超小型モビリティなどの言
葉として表現されることがある。

パーソナルモビリティ

Bus Rapid Transit：バス高速輸送システムの略で、
バス専用道等による速達性・定時性を確保し、連節バ
ス、公共車両優先システム（ＰＴＰＳ）などを組み合わせ
ることで、機能強化を図るバスシステムのこと。

BRT

Public Transportation Priority Systems：公
共車両優先システムの略で、交通管理者の交通管制シ
ステムとバスロケーションシステムとを結合し、バス優
先信号制御などをリアルタイムで行うシステムのこと。

PTPS

ま行

一人ひとりの移動が、社会的にも個人的にも望ましい
方向に、自発的に変化することを促す、コミュニケー
ションを中心とした交通政策のこと。

モビリティマネジメント

や行

高齢者、車いす使用者、ベビーカー使用者、妊娠中の
方、大きな荷物を持った方など、誰もが利用しやすい
「みんなにやさしいタクシー車両」のこと。

ユニバーサルデザイン
タクシー

資料編
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解説用語

ら行

一般ドライバーが自家用車を使って有料で乗客を送迎
するサービスのこと。
我が国では、地域交通の「担い手」「移動の足」不足解
消のため、タクシー会社を運営主体とする「日本版ライ
ドシェア」が令和6(2024)年4月に始まった。

ライドシェア

地域交通ネットワークの再編・ダイヤ改善等により、利
便性の高い運送サービスの持続的な提供を確保する
ための計画のこと。

利便増進実施計画

場所や天候、速度などの特定条件下で、システムが車
の全ての運転操作を担う完全自動運転のこと。

レベル４（自動運転）

連節部により結合された2つの堅ろうな車室で構成さ
れ、車体が屈折する特殊な構造を有し、前車室と後車
室の連結及び切り離しが路上等作業設備のない場所
で行えない構造の自動車であって、旅客が前後の車室
間を自由に移動できる構造のもの。

連節バス

資料編
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意見募集期間：令和７年12月3日（水）～令和8年１月７日（水）

↑計画はこちら
（川崎市ホームページ）

川崎市地域公共交通計画（改定素案）に対する
意見の募集について<パブリックコメント>

オープンハウス型市民説明会（予約不要）

本市では、川崎市総合計画における都市の将来像の実現に向けて、行政、交通事業者、

企業・団体等、市民がそれぞれの役割を踏まえた連携のもと、地域公共交通分野に関する

取組を進めていくため、川崎市地域公共交通計画（令和３年３月策定）の改定に向けた検

討を進めています。

この度、川崎市地域公共交通計画の改定素案をとりまとめましたので、市民のみなさ

まからの御意見を募集します。

【提出先】 〒２１０－８５７７ 川崎市川崎区宮本町１番地
川崎市まちづくり局交通政策室（市役所本庁舎１９階）
FAX番号：０４４－２００－０９８４

お寄せいただいた御意見は、個人情報を除き、類似の内容を整理又は要約した上で、
御意見とそれに対する本市の考え方を取りまとめてホームページ等で公表します。

南部地域

みなさまの御意見や御質問などをお伺いするため、オープンハウス型市民説明会を開催
します。 会場では、説明パネルの展示を行い、職員が御質問にお答えします。

中部地域

北部地域

全会場
１４時～１９時

開催

※説明会の資料については、順次、ホームページで公開します。
※開催時間内はいつでも入退場可能です。

↑ホームページはこちら

令和7年１２月９日（火）
川崎市役所本庁舎２階 ２０４会議室

令和7年12月２２日（月）
エポックなかはら７階 第3会議室

令和7年12月２３日（火）
多摩市民館４階 第４会議室

令和３（２０２１）年３月 川崎市地域公共交通計画を策定

計画期間：5年間

令和８（２０２６）年３月 計画の改定（予定）

計画改定の背景

○ 意見募集期間
令和７年１２月3日（水）～令和8年１月７日（水）
※郵送の場合は、当日消印有効です。
※持参の場合は、令和８年１月７日（水）午後５時１５分までとなります。

○ 閲覧場所及び配布場所
川崎市ホームページ、各区役所（市政資料コーナー）、
かわさき情報プラザ（川崎市役所本庁舎復元棟２階、
支所・出張所・図書館（本館・分館）、市民館（本館・分館）、
教育文化会館、まちづくり局交通政策室

○ 意見書の提出方法
郵送、持参、FAX、あるいは市ホームページ専用フォームの
いずれかで提出
※意見の書式は自由ですが、必ず「題名」、「氏名（法人又は団体の場合は、名称及び代表者

の氏名）」及び「連絡先（電話・ＦＡＸ番号、メールアドレス又は住所）」を明記してください。
また、電話や来庁による口頭での御意見は受け付けていません。
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第 １ 章 地域公共交通計画について

第 ２ 章 地域公共交通を取り巻く状況

 将来にわたり、市民の暮らしやすさの向上や本市の強みである都市の利便性を確保する
ため、基軸となる路線バスと多様なモビリティが連携する交通環境を形成

 「市民の移動しやすさに暮らしやすさを加えた持続可能な交通環境の形成」に向けた施
策・取組（事業）を位置づけ

計画改定のポイント

第 ３ 章 めざす将来像

第 ４ 章 めざす将来像の実現に向けて

取組（事業）施策

基本方針 １ バスネットワークを守る

１－１ 長大・重複路線の効率化
バス路線の効率化◆

１－２ バス路線の新設・見直し

１－３ 自動運転バスの導入

路線バスの輸送力確保◆ １－４ 連節バスの導入

１－５ BRT・急行便の導入

１－６ 運転手等の確保
人材不足への対応

１－７ 運賃適正化の検討

基本方針 2 多様なモビリティを活用する

２－１ コミュニティ交通の維持・導入

多様なモビリティの活用◆
２ー２ タクシーの活用

２－３ シェアモビリティの活用

２－４ 企業バス等の活用

２－５ 新たな交通結節機能の形成モビリティステーションの形成◆

基本方針 ３ 利用しやすい環境を形成する

３－１ 周知啓発・意識醸成モビリティマネジメント◆

３－２ 運行情報のデジタル化
DXの活用

３－３ 商業・観光連携の促進

３－４ バス待ち環境の改善

利用環境の整備
３－５ 定時制の確保

３－６ 外出促進・移動支援

３－７ 交通の脱炭素化

• 学識経験者や交通事業者、市民、行政関係者で構成される「川崎市地域公共交通活性化協議会」
を毎年度開催し、取組の進捗や達成状況を報告・協議しながら、計画の進行管理を図ります。

• 川崎市が便利な都市と感じる市民の割合 約48％ ⇒ 約50％以上

• 利用者数 31.６万人 ⇒ 31.６万人以上（現状以上）

第 ５ 章 計画の進行管理

◆ 施策の５本柱として位置づける施策項目

計画の主な取組（事業）

基本方針1 ：
バスネットワークを守る

基本方針2 ：
多様なモビリティを活用する

基本方針3 ：
利用しやすい環境を形成する

令和９（２０２７）年度の実装をめざした
自動運転バスの取組

川崎区地区
のるーとKAWASAKI

平・五所塚地区
つばめ号

コミュニティ交通の維持・導入に向けた取組 周知啓発・意識醸成に向けた取組
（かわさき のりものフェスタ等）

めざす将来像が実現された市民の暮らしのイメージ

 通勤や通学、買い物、通院など、さまざまな生活の場面
で、路線バスや多様なモビリティを活用した移動がで
きています。

 交通手段の選択肢が広がり、新たな交流の創出や生活
の満足度が向上することで、便利なまちのイメージが
さらに高まり、生活の暮らしやすさを実感しています。

モビリティステーション 連節バス・BRT

コミュニティ交通
自動運転バス

シェアモビリティ

路線バス

• 本市では、東京都心から放射状に広がり市内を横断する鉄道路線と、市内や地域を縦断する鉄道
路線により、本市の骨格となる鉄道網が形成されています。

• 地域公共交通の基軸となる路線バスは、ターミナル駅などへのアクセスを中心に、市内各地や隣接
都市に広がる路線網を形成しています。

• 川崎市都市イメージ調査において、本市のイメージについて当てはまるものを市民に尋ねたとこ
ろ、「便利」の選択割合が最も高く(47.8%)、市民は川崎市について「利便性の高い都市」という
イメージを持っていることが伺えます。

• 市内の路線バスの便数は、運転手不足の
深刻化等を背景に、令和６（2024）年度に
は１日あたり約9,900便に減少している
中、コロナ禍以降は利用者が回復傾向に
あるなど、公共交通を取り巻く環境に変化
が生じています。

• 本計画では、総合計画における『都市の将来像』の実現に向けて、地域公共交通に関する個別計
画の役割を踏まえ、施策体系を整理します。

• 施策体系では、交通環境を取り巻く環境の変化を踏まえ、地域資源の有効活用とともに効果的
かつ戦略的に取組を進めるため、施策の５本柱を設定します。

• 本計画は、川崎市総合計画における都市の将来像「成長と成熟の調和による持続可能な最幸のまち
かわさき」の実現に向けて、行政、交通事業者、企業・団体等、市民がそれぞれの役割を踏まえた連携
のもと、地域公共交通分野に関する取組を進めていくためのツールとなるものです。

• 計画の対象区域：川崎市全域
• 計画期間：５年間（令和８（2026）年度～令和１２（2030）年度） ※当初策定（令和３（２０２1）年３月）

社会の変革期に適応した
地域公共交通ネットワークの形成

川崎市地域公共交通計画（改定素案）の概要

主な評価指標

※ 路線バス、コミュニティ交通の合計
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令和8年令和7年

3月2月１月12月11月

計

画

改

定

改
定
素
案
公
表

まちづくり委員会
11/21

まちづくり委員会

改
定
案
公
表 ※パブリックコメント意見反映

総合計画第４期実施計画と整合

パブリックコメント（36日間）
１２月３日（水）～１月７日（水）

令和８年第１回定例会

【第４章 めざす将来像の実現に向けて】

川崎市地域公共交通計画改定スケジュール

• 各取組に関する年度毎のスケジュールについては、令和８年度予算案との調整が必要となるため、
令和８年第１回定例会と同時期に公表する計画案で記載する予定としております。
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